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2026年 3月 26日 

 

   

TMI総合法律事務所／ 

インドネシア投資下流産業省（BKPM）投資促進センター（IIPC）東京事務所 

共催セミナーのご案内 

 

「インドネシア新投資規則の最新情報」 
 

  

  日  時 ： 2026年5月26日（火）14：00～16：00（受付開始13：30） 

     

 会  場 ： TMI総合法律事務所 東京オフィス 

    〒106-6123   

    東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階 第8・9会議室 

    ※受付事務との関係で、セミナー開始後30分以降は、入室をご遠慮いただくことが 

      ございます。  

 

 講  師 ： TMI総合法律事務所 

  関川 裕               パートナー弁護士 

  齋藤 英輔             パートナー弁護士 

  Prissa Aristianty Putri   外国弁護士 

     

   インドネシア投資下流産業省IIPC東京事務所 

   ダイレクター Ruly Fitrah Nasrullah 氏   

 

 参 加 費： 無料 

 

 言  語： 一部英語（通訳なし）、質疑応答は日本語可 

 

 

謹啓  貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し

上げます。 

 

この度、TMI総合法律事務所及びインドネシア投資下流産業省（BKPM）投資促進センター（IIPC）東京

事務所が、「インドネシア新投資規則の最新情報」と題する共催セミナーを開催することになりましたので

ご案内申し上げます。 

 

インドネシア投資・下流産業省（BKPM）の2025年規則第5号が施行され、インドネシアに対する直接投

資事業の許認可及び方針の枠組みに大きな変革をもたらしました。この新たな規則は、資本要件の緩和

やライセンス手続きの簡素化を通じて、投資家により開かれた環境を整備するものです。 

 

日本企業は長年にわたりインドネシアで強固なプレゼンスを築いてきており、これらの規制変更及び施

行について常に最新情報を把握することが重要です。最新の政策、優遇措置及び高い潜在性を有する
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分野を理解することは、競争力を維持する鍵となります。 

 

これらの変更を最大限に活用していただくため、TMI総合法律事務所は、インドネシア投資下流産業省

IIPC東京事務所と共催で、日本企業の皆様に向けた特別セミナーを開催いたします。当事務所の弁護士

及びIIPCの担当者が今回の規制変更の利点について詳しく解説し、インドネシアへの進出や事業拡大を

検討されている日本企業の皆様に向けた具体的な優遇措置をご紹介いたします。 

 

本セミナーは、新たな政策や優遇措置がいかに皆様のインドネシア市場への参入・拡大を後押しでき

るかを共に探ってまいります。 

 

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

謹白 
 
 
【概要】 

1． IIPC 

(1) IIPCの紹介、概要、背景及び役割 

(2) インドネシアの投資動向の最新情報、インドネシアの投資計画・投資見通し 

(3) インドネシアにおける最新の投資政策の共有 

(4) IJEPA（インドネシア・日本経済連携協定）について 

(5) 日本企業向けの IIPCの支援内容 

2． TMI 

(1) 新投資規則の枠組みに関する最新動向 

(2) 新規進出・買収において留意すべき法的ポイント 

(3) 進出に際して生じる課題及びその解決策 

 
 
 
【講師紹介】 

＜TMI総合法律事務所＞ 

関川 裕 

＜経歴＞ 

2000年   3月  明治大学付属中野高等学校卒業 

2004年   3月  明治大学法学部法律学科卒業 

2004年   4月  最高裁判所司法研修所入所 

2005年  10月  第二東京弁護士会登録（〜2010年 7月） 

2011年   5月  南カリフォルニア大学ロースクール卒業（LL.M.） 

2011年   7月  シンガポールのケルビン・チア・パートナーシップ法律事務所勤務 

2012年   7月  第二東京弁護士会登録 

TMI総合法律事務所勤務 

2012年  10月  シンガポールオフィス駐在 

2016年   1月  リージョナル・パートナー（シンガポール担当）就任 

2018年   1月  パートナー就任 

 

齋藤 英輔 

＜経歴＞ 

2002年   3月  東京学芸大学附属高等学校大泉校舎卒業 

2006年  3月  一橋大学法学部卒業 

2009年  3月  慶應義塾大学法科大学院卒業 

2009年  11月  最高裁判所司法研修所入所 

2010年  12月  東京弁護士会登録 
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2011年  1月  TMI総合法律事務所勤務 

2012年  11月  インドネシア ジャカルタの Mataram Partners法律事務所勤務 

2014年   5月  ニューヨーク大学ロースクール卒業（LL.M.） 

シンガポール国立大学ロースクール卒業（LL.M.） 

2014年   9月  TMI総合法律事務所復帰 

2017年   3月  ニューヨーク州弁護士資格取得 

2019年   3月  インドネシア ジャカルタの Mochtar Karuwin Komar法律事務所勤務 

2020年   3月  インドネシア ジャカルタの Frans & Setiawan法律事務所勤務 

2024年   1月  リージョナル・パートナー（インドネシア担当）就任 

2024年   9月  インドネシア ジャカルタの Mataram Partners in association with TMI Associates勤務 

2025年   1月  パートナー就任 

 

Prissa Aristianty Putri 

＜経歴＞ 

2006年   6月  インドネシア・トリサクティ大学法学部卒業 

2010年   4月  インドネシア法弁護士資格取得 

SSEK法律事務所（インドネシア）勤務 

2023年   9月  TMI総合法律事務所シンガポールオフィス勤務 

 

＜インドネシア投資下流産業省 IIPC東京事務所＞ 

ダイレクター Ruly Fitrah Nasrullah 氏 

＜経歴＞ 

2007年にエアランガ大学を卒業。2013年には、国際大学（International University of Japan）にて公共経

営・政策分析プログラムの修士号を取得。 

2015 年から 2018 年までオーストラリア・シドニーに駐在し、IIPC（インドネシア投資促進センター）の副所

長を務める。2008年より BKPMに勤務。直近では、インドネシア共和国 投資・下流産業省 / BKPMにお

いて、東アジア・中央アジア・南アジア地域を担当する二国間協力の副ディレクターを担当。 

 

 

【申込方法】 

以下の、本セミナー専用申込ページより、申込をお願いいたします。 
 
申込期間 ：2026年 3月 26日（木）10：00～同年 4月 17日（金）17：00 

本セミナー専用申込ページ  ：https://tmi.smktg.jp/public/seminar/view/31147 
 
※1社 2名様まで、先着 45名様の受付とさせていただきます。 

定員になり次第お申込受付を終了いたしますので、何卒ご了承ください。 

 

 

【注意事項】 

・録音・録画はご遠慮ください。 

・恐れ入りますが、企業内弁護士・弁理士を除く弁護士・弁理士の方（企業に出向されている弁護士・弁理

士の方を含む）の参加はご遠慮ください。 

・ご登録いただいた情報から所属先の確認ができない方など、当事務所が適切ではないと判断した際 

には、個別にご連絡することなくご参加・ご視聴をお断りする場合がございますので予めご了承ください。 

・お申込みいただきましたお客様の個人情報につきましては、TMI総合法律事務所及びインドネシア投資

下流産業省IIPC東京事務所がプライバシーポリシーに従って適切に取り扱わせていただきます。 

・やむを得ず開催方式の変更、中止等が生じる可能性がありますので、予めご了承ください。 

・会場開催にあたり、体調がすぐれない方（発熱、咳など風邪の症状がある方を含む）は、ご参加をお控

えくださいますようお願いいたします。 

 

https://tmi.smktg.jp/public/seminar/view/31147


 4/4 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

TMI総合法律事務所 

担当：原山・太田 

電話：03-6438-5511（代表） 

e-mail：seminar_20260526@tmi.gr.jp 

mailto:seminar_20260526@tmi.gr.jp

